
１４

１３ （株）ミライ 9,066,000

１２ 共立エンジニアリング（株） 9,066,000

１１ （株）中島設備 9,066,000

１０ （株）太陽インフラテック九州 9,066,000

　９ （有）二又設備商会 9,066,000 １３者同額のため、抽選により決
定

　８ （株）クリアウォーター設備 9,066,000

　７ イクノ冷熱工業（株） 9,066,000

　６ 協栄住設工業（株） 9,066,000

　５ （有）松雪重設 9,066,000

　４ 津福工業（株） 9,066,000

　３ 三陽ガステック（株） 9,066,000

　２ フジクリーン久留米（株） 9,066,000

　１ （株）古川工務店 9,066,000

指名理由

番号 商　号　又　は　名　称 立会人 第１回 第２回 見積額

落札または
決定業者

（有）二又設備商会 契約金額 9,972,600

久留米市田主丸町牧１４－６ 

日   時   分 無し

日迄
入札場所 総務部契約課入札室

現場説明
日　　　時

　　   年   月   

　　   年   月   
20 日 13 時 30 分入札日時 令和 05 年 07 月

年 月 日～

管工事

工 事 名 水縄小学校管理諸室外空調機改修工事

工事場所 田主丸町石垣
履
行
期
間

契約締結の翌日から起算して 120 日間

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格
（消費税（相当額）抜き)

¥9,861,000
最低制限価格比較価格
（消費税（相当額）抜き)

¥9,066,000

起工番号 第 教028 号 工　　種

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。



１４ 共立エンジニアリング（株） 8,633,000 １６者同額のため、抽選により決
定

１３ （株）中島設備 8,633,000

１２ （株）太陽インフラテック九州 8,633,000

１１ （有）二又設備商会 8,633,000

１０ （株）クリアウォーター設備 8,633,000

　９ イクノ冷熱工業（株） 8,633,000

　８ 協栄住設工業（株） 8,633,000

　７ （株）久留米空調サービス 8,633,000

　６ （有）松雪重設 8,633,000

　５ 津福工業（株） 8,633,000

　４ 三陽ガステック（株） 8,633,000

　３ フジクリーン久留米（株） 8,633,000

　２ （株）古川工務店 8,633,000

　１ 藤吉設備（株） 8,633,000

指名理由

番号 商　号　又　は　名　称 立会人 第１回 第２回 見積額

落札または
決定業者

共立エンジニアリング（株） 契約金額 9,496,300

久留米市山川追分１－４－２４ 

日   時   分 無し

日迄
入札場所 総務部契約課入札室

現場説明
日　　　時

　　   年   月   

　　   年   月   
20 日 13 時 34 分入札日時 令和 05 年 07 月

年 月 日～

管工事

工 事 名 東国分小学校管理諸室外空調機改修工事

工事場所 国分町
履
行
期
間

契約締結の翌日から起算して 120 日間

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格
（消費税（相当額）抜き)

¥9,394,000
最低制限価格比較価格
（消費税（相当額）抜き)

¥8,633,000

起工番号 第 教012 号 工　　種

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。



指名理由

番号 商　号　又　は　名　称 立会人 第１回 第２回 見積額

落札または
決定業者

共立エンジニアリング（株） 契約金額 9,496,300

久留米市山川追分１－４－２４ 

日   時   分 無し

日迄
入札場所 総務部契約課入札室

現場説明
日　　　時

　　   年   月   

　　   年   月   
20 日 13 時 34 分入札日時 令和 05 年 07 月

年 月 日～

管工事

工 事 名 東国分小学校管理諸室外空調機改修工事

工事場所 国分町
履
行
期
間

契約締結の翌日から起算して 120 日間

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格
（消費税（相当額）抜き)

¥9,394,000
最低制限価格比較価格
（消費税（相当額）抜き)

¥8,633,000

起工番号 第 教012 号 工　　種

２８

２７

２６

２５

２４

２３

２２

２１

２０

１９

１８

１７

１６ （株）クリアコーポレーション 8,633,000

１５ （株）ミライ 8,633,000

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。


